
さいたま市自治会連合会の代議員数を定める基準 

この基準は、さいたま市自治会連合会会則第１０条第２項の規定により、代議員の

数を定めるに当たり、必要な事項を定めるものとする。

１ 代議員の総数

  ２００人程度とする。

２ 地区自治会連合会から選出する代議員の数

自治会按分数（地区自治会連合会の自治会数を市自治会連合会の自治会数で除し

て得た数に１００を乗じて得た数（小数点第３位までを算出し、小数点第３位を四

捨五入し、小数点第２位までの数とする。））に、世帯按分数（地区自治会連合会の

世帯数を市自治会連合会の世帯数で除して得た数に１００を乗じて得た数（小数点

第３位までを算出し、小数点第３位を四捨五入し、小数点第２位までの数とする。））

を加えた数（小数点以下の端数があるときは、小数点第１位を四捨五入し、整数と

する。）とする。

なお、代議員数の算出基礎となる自治会数及び世帯数は、代議員を選出する当該

年の前年の４月１日現在の数とする。

≪参考≫

計算式

     ① 自治会按分数   ＝              × １００人

〔小数点第３位四捨五入〕 

     ② 世帯按分数   ＝          × １００人

〔小数点第３位四捨五入〕  

③ 各地区自治会連合会の代議員数  ＝ 自治会按分数 ＋ 世帯按分数

〔小数点第１位四捨五入〕
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